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（開示事項の中止）持株会社体制への移行中止に関するお知らせ 

  

当社は、2018 年８月３日付「持株会社体制への移行準備開始に関するお知らせ」及び 2019 年２月 13 日

付「（開示事項の変更）持株会社体制への移行予定変更に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

2020 年１月１日付で持株会社体制へ移行する予定でしたが、本日開催の取締役会において、持株会社体制

への移行を中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．持株会社体制への移行中止の理由 

当社グループは、持続的な成長を実現し、中長期的なグループ企業価値向上を図るためには、各事業会社

の役割や責任を明確にし、意思決定の迅速化や機動的な事業運営を強力に推し進めていく環境の構築が必要

であると考え、持株会社体制への移行手続きを進めてまいりました。 

その一方で、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化と、今後の持続的な成長に向けた構造

改革を進め、収益性の改善を図り早期の業績回復を実現するための、事業施策に取り組んでおります。この

ような状況の中、当社グループにおける事業の選択と集中の観点等総合的に検討した結果、持株会社体制へ

の移行を中止することといたしました。 

２．今後の見通し 

本件持株会社体制への移行中止が当社の連結業績に与える影響は、軽微であります。 

 

以上 


